
議 第 ７ 号 議 案  

 

横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜

市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 

横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜 市 会 政 務

調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

   平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ４ 日 提 出  

 

                       市 会 運 営 委 員 会  

      委 員 長  横  山  正  人   

     



横 浜 市 条 例 （ 番 号 ）  

横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜  

市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）   

第 １ 条  横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １

年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

横 浜 市 市 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  

  第 １ 条 中「 第 203 条 第 ５ 項 」を「 第 203 条 第 ４ 項 」に 、「 報 酬 」を「 議 員 報 酬 」

に 改 め る 。  

  第 ２ 条 （ 見 出 し を 含 む 。） 及 び 第 ３ 条 中 「 報 酬 」 を 「 議 員 報 酬 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第

３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ 条 中 「 第 100 条 第 １ ３ 項 及 び 第 １ ４ 項 」 を 「 第 100 条 第 １ ４ 項 及 び 第 １

５ 項 」 に 改 め る 。   

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 １ ２ 月

横 浜 市 条 例 第 ４ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ４ 条 第 １ 項 中 「 横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条

例 」 を 「 横 浜 市 市 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 」 に

改 め る 。  

 

   提  案  理  由  

地 方 自 治 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 の 整 備 を 図 る た め 、 横 浜 市 市 会 議 員 の

報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る の で 提 案 す る 。  

 



参  考  

横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

上 段  改 正 案  

下 段  現  行  

 

横 浜 市 市 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  

 

横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 203 条 第 ４ 項  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）        の  

  第 203 条 第 ５ 項   

議 員 報 酬  

規 定 に よ り 、 市 会 議 員 に 対 す る     、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 の 額 並 び に そ  

報 酬  

の 支 給 方 法 を 定 め る も の と す る 。  

 

  議 員 報 酬  

 （     ）  

報 酬  

議 員 報  

第 ２ 条  議 長 、 副 議 長 、 常 任 委 員 会 等 の 委 員 長 及 び 副 委 員 長 並 び に 議 員 の  

報 酬  

酬  

の 額 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

    議   長     月  額     1,200,000 円  

    副  議  長     月  額     1,080,000 円  

    委  員  長     月  額     1,000,000 円  

    副 委 員 長     月  額      990,000 円  

    議   員     月  額       970,000 円  

   

（ 支 給 方 法 ）  

    議 員 報 酬  

第 ３ 条       は 、 毎 月 こ れ を 支 給 す る 。  

    報 酬  



 

議 員 報 酬  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、     の 支 給 方 法 に つ い て は 、 横 浜 市 常 勤 特 別  

報 酬  

職 職 員 の 給 料 及 び 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 ２ ５ 号 ） 第

４ 条 か ら 第 ６ 条 ま で 及 び 第 ７ 条 の ２ の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

上 段  改 正 案  

下 段  現  行  

（ 趣 旨 ）  

第 100 条 第 １ ４ 項  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）  

第 100 条 第 １ ３ 項  

及 び 第 １ ５ 項  

の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 会 議 員 の 調 査 研 究 に 資 す る た め 必 要 な 経  

及 び 第 １ ４ 項  
 

費 の 一 部 と し て 、横 浜 市 会 に お け る 会 派 又 は 議 員 に 対 し 政 務 調 査 費 を 交 付 す る

こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

上 段  改 正 案  

下 段  現  行  

（ 特 別 職 職 員 の 期 末 手 当 ）  

横 浜 市 市 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  

第 ４ 条                               （ 昭 和  

横 浜 市 市 会 議 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  
 

３ １ 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ ０ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 議 員 （ 以 下 「 議 員 」

と い う 。） に 対 す る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 期 末 手 当 の 額 及 び そ の 支 給 方 法 並 び

に 横 浜 市 常 勤 特 別 職 職 員 の 給 料 及 び 手 当 に 関 す る 条 例（ 昭 和 ３ １ 年 ８ 月 横 浜 市

条 例 第 ２ ５ 号 ）第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 長 等 に 対 す る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

期 末 手 当 の 額 及 び そ の 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 第 ２ 条

第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 額 並 び に 議 員 に 係 る 第 ２ 条 の ２ 及 び 第 ２ 条 の ３ の 規 定

に 基 づ く 支 給 方 法 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

   （ 第 ２ 項 省 略 ）  


